
第14次労働災害防止計画の概要
（静岡労働局）

労働災害を少しでも減らし、労働者一人一人が
安全で健康に働くことのできる職場環境の実現に向けて

近年、全国的には、労働災害による死亡者数は減少しているものの、県内の死亡者
数は建設業を中心に増加しており、労働災害による休業４日以上の死傷者数について
も、ここ数年増加傾向にあります。また、労働災害発⽣率が⾼い６０歳以上の⾼年齢
労働者が増加しているほか、外国人労働者の労働災害発⽣率も⾼い状況にあります。
さらに、中小事業場の労働災害の発⽣が多数を占めており、中小事業場を中心に安全
衛⽣対策の取組促進が不可⽋な状況にあります。
職場における労働者の健康保持増進に関する課題については、メンタルヘルスや過

重労働、コロナ禍におけるテレワークの拡⼤や化学物質の⾃律管理への対応等多様化
しており、現場のニーズの変化に対応した活動の⾒直し等が必要となっています。
このような状況を踏まえ、静岡労働局では、労働災害を少しでも減らし、労働者一

人一人が安全で健康に働くことができる職場環境の実現に向け、２０２３年度を初年
度とし、５年間にわたり、当局、事業者、労働者等の関係者が目指す目標や重点的に
取り組むべき事項を定めた静岡労働局第１４次労働災害防止計画を策定しました。

計画の期間

計 画 の
総合的な目標

① ⾃発的に安全衛⽣対策に取り組むための意識啓発
② 労働者の作業⾏動に起因する労働災害防⽌対策の推進
③ ⾼年齢労働者の労働災害防⽌対策の推進
④ 多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防⽌対策の推進
⑤ 個人事業者等に対する安全衛⽣対策の推進
⑥ 業種別の労働災害防⽌対策の推進（陸上貨物運送事業・建設業・製造業・林業）
⑦ 労働者の健康確保対策の推進（メンタルヘルス・過重労働・産業保健活動）
⑧ 化学物質等による健康障害防⽌対策の推進
（化学物質、石綿、粉じん、熱中症、騒⾳、電離放射線）

８つの重点事項

2023年4月1日から2027年3月31日まで

◆死亡災害
第 １３次計画期間と比較して、第１４次計画期間の

労働災害による死亡者数を、５％以上減少させる
◆死傷災害

２０２２年と比較して、２０２７年までに労働災害
による休業４日以上の死傷者数を、減少させる








